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１. 食品アクセスとは

○ これまでは、国として、食料の総量を確保すれば、消費者の購買力を背景とした食品流通の発達により、国内に広く
食料を行き渡らせることが可能との考え方に立っていた。

○ 「食料安全保障」については、国際的には、食料の供給総量確保や不測時対応にとどまらず、「国民一人一人が健
全な食生活を享受できること」を位置付けることが主流。

○ こうした中で、我が国においては、人口減少・高齢化や、経済成長の停滞と並行して、平時における食料安全保障
上のリスクが顕在化。

食料・農業・農村基本法改正の背景

低所得者層の割合が増加する中で、経済的理由
により十分な食料を入手できず、健全な食生活が
実践できていない者の割合が増加していると考え
られる。

経済的アクセスの課題

高齢化や単身世帯の増加、地元小売業の廃業、
既存商店街の衰退等により、過疎地域のみならず
都市部においても、高齢者等を中心に食料品の
購入や飲食に不便や苦労を感じる方（いわゆる
「買物困難者」）が増えてきている。

物理的アクセスの課題
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○ 具体的な食品アクセスの問題については、地域によって様々であり、その地域の実情に応じて取り組んでいく必
要があるところ、
①買物困難者に関しては、地域・農村活性化、ラストワンマイル物流、地域交通、中心市街地・商店街活性化、

過疎問題等
②経済的に困窮している方々に関しては、社会保障制度、児童福祉やこども支援、食品ロス削減、食育等
と密接に関係することから、関係省庁が連携して、食品アクセス問題に係る実態把握をしつつ、地域の取組を
支えていくことが重要。

２. 円滑な食品アクセスの確保に向けた全体的な動き

○2024年に改正された食料・農業・農村基本法において、国は、地方公共団体、食品事業者等と連携し、物
理的・経済的要因にかかわらず、円滑な食品アクセスの確保が図られるよう、食料を円滑に提供するための環
境整備等を講ずるものとする旨規定されたところ。

２

（食料の円滑な入手の確保）
第十九条 国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわ

らず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必
要な施策を講ずるものとする。（新設）

参考：食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）（抄）



Ⅲ 国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム
１ 食品アクセスの確保
（１）平時における食品アクセスの確保

① 物理的アクセスの確保
（略）買物困難者への多様な食料提供に向けて、全国的な取組状況を鑑みつつ、市町村等を中心に、食品事業者、物流事業者、NPO等

の関係者が連携して、地域の課題を整理し、対策を立案、実施するための体制づくりを推進する。
また、買物困難者に関する課題が明らかになった地域において、それぞれの課題に応じ、移動販売車の導入、宅配の実施等によるラストワンマ

イル物流の確保、買物支援バスの運行等による交通手段の確保、民間企業による地域までの物流輸送と地域の NPO 等による地域内の個
宅への配送を連携して行う食品アクセスの確保等を促進する。

② 経済的アクセスの確保
（略）経済的理由により十分な食料を入手できない者への多様な食料提供に向けて、食品アクセスの全国的な取組状況等を把握しつつ、

市町村等を中心に食品事業者、物流事業者、NPO 等の関係者が連携して地域の課題に応じた取組を進める体制づくりを推進する。
また、経済的理由により十分な食料を入手できない者への食料提供の質・量の充実に向けて、食料の出し手・受け手のマッチングを促進すると

ともに、食品事業者による食品寄附の取組内容の見える化や、フードバンク・こども食堂・こども宅食等の食料受入・提供機能の強化など、食
料の出し手・受け手双方の取組拡大を促進する。その際、食品寄附等に関する官民協議会において策定された「食品寄附ガイドライン」の普
及啓発を図るとともに、一定の管理責任を果たすことができるフードバンク等を同ガイドラインに基づき認定するなどにより特定するための仕組み
を構築し、その運用を推進する。

食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）（抄）

３．食品アクセスの確保に関する食料・農業・農村基本計画の規定

KPI（2030年度）

55％（2024 年度） → 80％
15,755t（2023 年度） → 28,000t

• 経済的な食品アクセスの確保に取り組む市町村割合
• フードバンク活動を行う団体の食品取扱量経済的アクセス

89％（2024 年度） → 90％• 高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる者(いわゆる
買物困難者)への対策の取組が行われている市町村割合物理的アクセス

3「食料・農業・農村基本計画」：https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf



○ 高齢者等を中心に、食料品の購入に不便や苦労を感じる方が増加。
○ 買物困難者（アクセス困難人口※）は、我が国65歳以上人口の約26％、904万人。近年は都市圏でも急増。

※ スーパー等の店舗まで500m以上かつ自動車利用が困難な65歳以上高齢者、2020年時点。

○ 買物困難者の推移○ 買物困難者の存在状況

出典：「令和６年度「食品アクセス問題（買物困難者）」に関する全国市町村アンケート調査結果」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/access_genjo.html

出典：農林水産政策研究所公表「食料品アクセスマップ（2020年・市町村別）」
https://www.maff.go.jp/primaff/seika/fsc/faccess/a_map.html

注：市町村の65歳以上の人口に占める食料品アクセス困難人口の割合

○ 対策を必要としている市町村の割合 88.1％
注：アンケートに回答した1,033市町村中910市町村が「対策が必要」

うち

既に対策を実施 75.5%

実施を検討中 3.7%

実施していない 20.8%

出典：農林水産政策研究所「2020年食料品アクセス困難人口の推計結果」
注：2020年と2015年以前はデータが異なるため連続しない。

４．買物困難者の現状
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５．アンケート結果【物理的アクセス】

 調査対象
全国の1,741市町村（東京都特別区を含む）
有効回答数：1,033市町村（回答率59.3％）
調査期間：令和６年10月21日～令和６年11月22日

調査結果
回答のあった 1,033 市町村のうち、

「対策が必要」又は「ある程度必要」と回答
：910 市町村（88.1％）
対策を必要としている市町村のうち、行政及び民間いずれの対策も実施されていない
：98市町村（10.8％）
対策を実施していない理由

：「どのような対策を実施すべきかわからない」の回答割合が最も高い（24.5％）

「食品アクセス問題（買物困難者）に関する全国市町村アンケート調査結果より抜粋」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/access_genjo.html



６．買物困難者への対策
○ 買物困難対策は「流通と顧客を如何に接近させるか」が課題。対策として、①店を作る、②店への交通手段を提供

する、③店を届ける、④商品を届けるの４類型の取組。
○ 農林水産省が毎年地方自治体に行っているアンケート等を基に対策を働きかけ。

手法の具体例対策の類型

• マイクロスーパー
• コミュニティストア
（地方有志による空き店舗活用）

①店を作る

• 買物支援バス
• 乗合タクシー

②店への
交通手段

• 移動販売車
• 公民館などへの出張販売③店を届ける

• 宅配
• 御用聞き
• 買物代行サービス
• ドローン配送

④商品を
届ける

買物困難者対策の類型と手法の具体例 関係省庁の支援策の例
支援策の例府省名

○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金
• 地方創生に資する地域の交流拠点施設を整備し、生活利便性向上のため、買物困難者に対する移動販売

等を行う場合などに、拠点施設の整備などを支援。
内閣府・
内閣官房

○ 過疎地域持続的発展支援交付金
• 過疎地域等における集落ネットワーク圏において地域住民が中心となって形成した地域運営組織等が行う買

物支援バスの運行などの取組を支援。
• 過疎市町村がICT等技術を活用して行うデマンド交通実証事業等の取組を支援。

総務省

○ 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト
• 「交通空白」解消に向けた新たな取り組みの立ち上げをはじめ、地域の公共交通のリ・デザインと社会的課題

解決を一体的に推進するための多様な関係者の共創や、DX・GXによる持続可能な地域公共交通の実現を
図るため、官民、交通事業者間、他分野の共創やMaaSの更なる高度化を推進する取組を支援。

○ モーダルシフト等推進事業
• モーダルシフト等の物流効率化を図る取組において、「認定を受けた総合効率化計画に基づき実施するモーダ

ルシフト及び幹線輸送の集約化、ラストワンマイル配送の効率化、中継輸送の初年度の運行経費」等に対し
て支援を行うとともに、省人化・自動化に資する機器の導入に対して支援。

○ ドローン配送拠点整備促進事業
• 離島や山間部などの過疎地域の物流の担い手不足や貨物量の減少等に対応し、自治体、物流事業者等が

連携して取り組むドローンを活用したラストワンマイル配送拠点の整備を支援。

国土交通省

○ 農山漁村振興交付金のうち農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
• 中山間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、複数の集落の機能を補完する農村RMOの形成を

推進するため、むらづくり協議会等が行う、実証事業やデジタル技術の導入・定着を推進する取組を支援。
○ 持続可能な食品等流通対策事業、物流生産性向上推進事業

• 移動販売車のほか買物支援バスの実証等を支援。

農林水産省

○ 持続可能な物流を支える物流効率化実証事業のうち買物困難者対策事業
• 地域における買物困難者対策を支援するため、自動配送ロボットの実証実験を補助。経済産業省 6



７．経済的に困窮している方々の現状

所得金額階級別世帯数の相対度数分布の変化

所得と主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度の状況（20歳以上）

出典：「平成30年国民健康・栄養調査報告」（厚生労働省）

○ 低所得者層の増加により、経済的理由で十分な食料が確保されず、健全な食生活が実践できていない家庭が増加
していると考えられる。

7

経済的な理由で家族が必要とする食料が買えなかった経験（収入水準別）

出典：「令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書」（内閣府）を基に農林水産省が修正を加えたもの

※年間収入とは、世帯全員の年収を、家族の人数を
踏まえて算出した年収（=等価世帯収入）水準
により分類。

年間収入※が約300万円以上

年間収入※が約150万円以上
約300万円未満

年間収入※が約150万円未満

1997年
2023年

出典：「国民生活基礎調査」（厚生労働省）を基に農林水産省作成
（％）
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８．アンケート結果【経済的アクセス】

「経済的な食品アクセスの確保に取り組む地域の実態把握に関するアンケート調査結果について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/caravan/chousakekka.html

調査対象
全国の1,741市町村（東京都特別区を含む）
有効回答数：1,078市町村（回答率61.9％）
調査期間：令和６年10月17日～令和６年11月22日

調査結果
回答のあった 1,078 市町村のうち、

何らかの食品アクセスに関する取組を行っていると回答
：933 市町村（86.5％）
市町村と関係者が連携を図り支援が必要な方への食料提供に取り組んでいると回答
：597 市町村（55.4％）
食品アクセスの確保に向けて地域の関係者が連携するための協議会やネットワークなどが体制
あると回答
：260 市町村（24.1％）



９．経済的に困窮している方々への対策

経済的に困窮している方々への対策のイメージ図 経済的に困窮している方々への主な支援策
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○ 経済的困窮者への対策については、面的な広がりに加え、健全な食生活に向けた質的な充実も求められている。
○ また、関係省庁では、経済的困窮者に対して様々な支援を実施していることから、関係省庁で連携して現在の取組

を効果的に実行できるよう協力することが重要。

生鮮食品や未利用食品の
円滑な提供に向けた地域の

体制づくりの拡大

生鮮食品等の未利
用食品の活用拡大
に向けたフードバンク

等の機能強化

食
品
ア
ク
セ
ス
の
面
的
拡
大

食品アクセスの質的充実

経済的に困窮している方々への主な支援策
農林水産省

食品アクセス確保、食品ロス削減、食育推進

こども家庭庁
ひとり親家庭等のこどもへの支援

児童虐待防止

厚生労働省
生活困窮者等に対する支援

• 自治体とNPO法人等民間団体との
連携の推進等により、生活困窮者自
立支援の機能を強化

内閣府
孤独・孤立対策

• 地方における官・民・NPO等の連携
による孤独・孤立対策の推進を支援

• 中間支援組織やNPO等による取組
を支援

• 地域の関係者が連携して、円滑な食料提供に取り組む体制
づくり等を支援

• フードバンク等が衛生管理、配送等のノウハウを獲得するため
の専門家派遣を支援

• こども食堂等における共食の場の提供を支援 など

消費者庁
食品ロス削減、食品寄附促進

• ひとり親家庭を始めとする要支援世帯の
こどもへの食事の提供等の取組を支援

• こども食堂やこども宅食等を通じた要支
援児童等の状況把握を支援

• 企業等からフードバンクへの食品
寄附量増加につなげるためのフー
ドバンク認証制度を令和８年度
から運用開始予定

• 「食品寄附ガイドライン」の普及
啓発
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10．食品アクセスの確保に関する支援策の周知
○ 農林水産省の予算のほか、他省庁の関連予算を取りまとめ、食品アクセスの確保に資する関係省庁の支援策を取り

まとめたパッケージを作成・公表。「食品アクセス全国キャラバン」等を開催し周知。

食品アクセスの確保の関する支援策パッケージ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/budget.html pdf

「食品アクセス全国キャラバン」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/caravan/caravan-kaisaijisseki.html

【開催実績】
令和７年度食品アクセス全国キャラバン（第１回）

（令和７年９月25日、26日開催）

令和６年度食品アクセス全国キャラバン
（令和６年９月24、25、30日、令和７年１月20日、22日開催）
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11．食品アクセスの確保に関する支援策
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12．食品アクセスに関する取組情報をまとめたウェブページ
○ 食品アクセスの確保に向け、地域連携を行っている取組事例や関係省庁の支援策などを活用した取組事例、各地

域での支援事例を作成・公表。

食品アクセスの確保に関する先進的取組事例
https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/jireishu.html

地域連携で実現する食品アクセスの確保に関する先進
事例集

関係省庁の支援策を活用した先進事例集

フードバンク活動事例集

食品アクセス（買物困難者等）問題ポータルサイト
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html

地域に応じた各地での買物支援の取組

企業・団体による全国を対象とした買物支援の取組

買物支援の冊子やパンフレット

行政による全国各地での支援施策
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参考：食品アクセスの確保に関する支援策（令和８年度予算概算要求）
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参考：食品アクセスの確保に関する支援策（令和７年度補正予算）


